
ヨーロピアンプリザーブドフラワーデザイナー協会　会員規約
 

第１条（名称）
ヨーロピアンプリザーブドフラワーデザイナー協会（以下「本協会」という）は、プリザーブド
フラワーの社会的普及および技術支援のために、ヨーロピアンプリザーブドフラワーデザイナー
協会会員（以下「会員」という）という会員制度を創設する。

第２条（目的）
1　本協会は、プリザーブドフラワー業界に従事するプロデザイナーの養成とライセンスの資格
認定を中心に、教室を開講している方やプリザーブドフラワーの啓蒙を目的として指導されて
いる方々に「フラワーデザイン指導者」のスペシャリストとしてのノウハウを提供することを
通して、「わが国の文化芸術に大きく貢献すること」を事業理念とする。

2　本協会は､プリザーブドフラワーの啓蒙と普及活動を通し、文化的で豊かな生活を､多くの人々
と共に享受できるように、指導内容・指導方法の充実・拡大を図り、優れた講師の教育および育成
を行い、文化芸術分野に貢献することを目的とする。

第３条（会員）
本協会の会員は、本協会の目的に賛同し入会手続きをし、登録した者とする。

第４条（会員種別）
本協会の会員種別は、次のとおりとする。
　　(1)普通会員：教室を開校せずに開業しているもの
　　　　　　本協会の名目で、セミナーや講習会の開講、募集はできないが、認定講師として
            指導することができる。
　　(2)登録会員：登録教室を開業しているもの
　　　　　　本協会の役員会が認めたコースに限り、本協会の名目で、セミナーや講習会の開講、
            募集、指導することができる。
　　(3)認定会員：認定教室を開業しているもの 
        　　本協会の名目で、すべてのセミナーや講習会の開催、募集、指導することができる。
　　　　　　ディプロマコースを開講することができる。

第５条（教室）
認定教室には、プロデザイナーを必ず1名以上配置しなければならない。

第６条（入会）
本協会の会員になろうとするものは、入会申込書に所定の事項を記載し、会費の年額及び入会金
を添えて、当協会に申し込まなければならない。
２　入会の申込があったときは、役員会の議を経て、会長が諾否を決定する。

第７条（資格喪失）
会員は、次の事由が生じたときに、その資格を喪失する。
（１）　退会
（２）　死亡・失踪宣告又は解散
（３）　破産手続の開始
（４）　除名
２　前項１号の申出は、退会届を会長に対して提出して行うものとする。
３　会員が資格を喪失したときは、本協会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行
    の義務は、これを免れることができない。


